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平成２９年５月教育委員会定例会議事録（要旨） 

 

１ 開催日時  平成２９年５月１１日（木） 

        開会：午前１０時００分  閉会：午前１１時３０分 

 

２ 開催場所  第４委員会室 

 

３ 会議次第 

  ○４月定例会議事録承認 

○教育長報告  報告なし 

○議案第５１号 大津市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める

規則の制定について 

○議案第５２号 大津市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

○議案第５３号 大津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について 

○議案第５４号 平成２８年教育委員会告示第８号（個人演説会等の施設の設備の程度及び公

職の候補者等が納付すべき費用の額の公表について）の一部改正について 

○議案第５５号 大津市特別支援教育対象児等教育支援委員会委員の解任及び任命並びに委嘱

及び解嘱について 

○議案第５６号 大津市特別支援教育対象児等教育支援委員会への諮問について 

○議案第５７号 大津市教科用図書選定審議会委員の委嘱及び任命について 

○議案第５８号 教科用図書採択に係る基本方針の決定について 

○議案第５９号 大津市教科用図書選定審議会への諮問について 

○議案第６０号 大津市立学校結核対策審議会委員の任命について 

○議案第６１号 学校運営協議会委員の解任及び任命について 

○議案第６２号 学校運営協議会委員の任命について 

○議案第６３号 学校運営協議会委員の任命について 

○議案第６４号 大津市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について 

○議案第６５号 大津市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

○議案第６６号 大津市立公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について 

○議案第６７号 大津市科学館運営協議会委員の解任及び任命について 

○議案第６８号 大津少年センター少年補導委員の委嘱及び任命について 

○議案第６９号 大津市堅田少年センター少年補導委員の委嘱及び任命について 

○議案第７０号 大津市立学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

 

４ 出席委員 

   桶谷教育長、前田委員、壽委員、八田委員 

 

５ 会議に出席した説明員 

   船見教育次長、西村政策監、丹羽教育監、黒川科学館長、南堀教育総務課長、伊藤同課

主任、田中教職員室長、小林児童生徒支援課長補佐、木全教育相談センター所長、 学

校教育課長、中岡中学校給食準備室長、押栗生涯学習課長、杉江文化財保護課長、片山

少年センター所長、山内幼児政策課長、岡嶋市民スポーツ・国体推進課長、江口同課主

幹 

 

６ 会議に出席した事務局職員 

   西本教育総務課主事 

 

７ 会議を傍聴した者 

（１）一般傍聴者       ０人  （２）市政記者等の傍聴者   ０人 

 

８ 議事の経過  別紙のとおり 
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（議事の経過） 

 

開会  教育長が５月定例会の開会を宣言 

市民憲章斉唱 

議題の非公開  議案第５５号､議案第５７号､議案第６０号から議案第６３号まで及び議案第

６５号から議案第６９号までについて、非公開とすることを可決 

 

４月定例会及び臨時会議事録承認  承認 

 

議案第５１号 大津市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規

則の制定について 

 

【説 明】 

○山内幼児政策課長 議案第５１号大津市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の

施行期日を定める規則の制定について、教育委員会の議決を求めるものである。 

 藤尾幼稚園の廃止に伴い所要の改正を行うものである。先の議会において、大津市立学校の

設置に関する条例の一部が改正され、同条例において、施行期日は教育委員会で定めるとされ

たことを受け、同条例の施行期日を平成２９年６月１日と定めるものである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

 

議案第５２号 大津市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

 

【説 明】 

○山内幼児政策課長 議案第５２号大津市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規

則の制定について、教育委員会の議決を求めるものである。 

藤尾幼稚園の廃止に伴い所要の改正を行うもので、現行の規則では、藤尾小学校の通学区域

を藤尾幼稚園の通学区域としているが、同園の廃止に伴い、長等幼稚園の通園区域に藤尾小学

校の通学区域を編入するものである。大津市通学区域審議会に諮問した結果、平成２９年５月

１日に、同じ中学校区域である長等に編入することが妥当であるとの答申があった。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

 

議案第５３号 大津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について 

 

【説 明】 

○山内幼児政策課長 議案第５３号大津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定に

ついて、教育委員会の議決を求めるものである。 

藤尾幼稚園の廃止に伴い所要の改正を行うもので、大津市教育委員会公印規則の別表１、別

表２から藤尾幼稚園の教育機関印及び園長印の項を削除するものである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 
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議案第５４号 平成２８年教育委員会告示第８号（個人演説会等の施設の設備の程度及び公職

の候補者等が納付すべき費用の額の公表について）の一部改正について 

 

【説 明】 

○山内幼児政策課長 議案第５４号平成２８年教育委員会告示第８号（個人演説会等の施設の

設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用の額の公表について）の一部改正について教

育委員会の議決を求めるものである。 

藤尾幼稚園の廃止に伴い所要の改正を行うもので、別表の１から藤尾幼稚園の項を削除する

ものである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

 

議案第５６号 大津市特別支援教育対象児等教育支援委員会への諮問について 

 

【説 明】 

○木全教育相談センター所長 議案第５６号大津市特別支援教育対象児等教育支援委員会への

諮問について、教育委員会の議決を求めるものである。 

大津市特別支援教育対象児等教育支援委員会規則第２条に基づき、特別支援教育の対象とな

る幼児、児童及び生徒の適正な就学の指導に関すること等の教育的措置に関し、教育委員会が

必要と認めることについて、大津市特別支援教育対象児等教育支援委員会に諮問をし、答申を

求めるものである。主に、対象児の就学先に関して保護者の意見聴取を行い、望ましい就学措

置方向を明らかにするための就学相談会を開催し、その審議結果が当該委員会より答申され

る。 

 

【質 疑】 

○壽委員 このタイミングで諮問を行う背景は何か。どういった契機があるのか。 

○木全教育相談センター所長 障害のある児童・生徒の就学指導に関しては、学校教育法施行

令１８条の２及び文部科学省の通知７５６号において、就学先を判断するにあたっては、保護

者及び教育学、医学、心理学その他の専門的知識を有する者の意見を聴取するということにな

っており、毎年この時期に諮問を行い、夏休み期間中に就学相談会を行って、秋ごろに望まし

い就学の措置方向について当該委員会より答申されるもの。諮問に基づいて答申が行われるた

め、夏休み期間中の就学相談会の前に、諮問をしている。 

 

【採 決】 可決 

 

 

議案第５８号 教科用図書採択に係る基本方針の決定について 

 

【説 明】 

○  議案第５８号教科用図書採択に係る基本方針の決定について、教育委員会

の議決を求めるものである。 

大津市教科用図書採択の基本方針として、学校教育法や本市において大切にしている点、及

び文部科学省や滋賀県教育委員会の通知を踏まえ採択の視点を５つ設定した。 

 

【質 疑】 

○壽委員 昨年と変わった点はあるか。 

 変更はなく、昨年同様のものである。 
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【採 決】 可決 

 

 

○議案第５９号 大津市教科用図書選定審議会への諮問について 

 

【説 明】 

○  議案第５９号大津市教科用図書選定審議会への諮問について、教育委員会

の議決を求めるものである。 

議案第５８号で議決された基本方針を受け、教育委員会から教科用図書選定審議会に、小学

校において使用する特別の教科道徳の教科用図書、及び小学校及び中学校の特別支援学級にお

いて使用する学校教育法第９条に規定する教科用図書について、諮問するものである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

 

議案第６４号 大津市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について 

 

【説 明】 

○ 長 議案第６４号大津市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定につ

いて、教育委員会の議決を求めるものである。 

平成２９年４月１日付で地方教育行政の組織及び運営に関する法律が一部改正されたことに

伴い、所要の改正を行うものである。同法第４７条の６第１項のとおり、学校運営協議会の設

置が努力義務とされたこと等の改正が行われ、指定の手続がなくなったことを受け、規則にお

いて改正後の別表に対象学校を加えるように改めたものである。施行日は、公布の日からとい

うことで、平成２９年５月１５日を予定しており、経過措置として、改正前に指定した学校に

ついては改正後の対象学校とみなし、改正後の学校運営協議会となること、また、改正前に任

命した委員についても改正後の規定より任命されたものとみなし、任期についても改正前と同

じ期間としている。 

 

【質 疑】 

○壽委員 そもそも今般この法が改正された趣旨は何か。 

○伊藤教育総務課主任 学校の指導、運営体制を充実し、地域との連携、協働を含めた学校運

営の改善を図ることにより、複雑化、混雑化する諸課題に対応する学校の機能強化を立体的に

推進することを目的としたものである。 

○壽委員 地域と学校がより連携して、よりよい教育を目指して、制度として使いやすいもの

にするという趣旨と理解した。 

 

【採 決】 可決 

 

 

議案第７０号 大津市立学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則の制定につい

       て 

 

【説 明】 

○岡嶋市民スポーツ・国体推進課長 議案第７０号大津市立学校体育施設の開放に関する規則

の一部を改正する規則の制定について、教育委員会の議決を求めるものである。 

本規則に基づく学校体育施設開放事業は、３６の小学校の運動場及び体育館、また中学校１
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０校の体育館を学校教育に支障のない範囲において地域住民に開放し、スポーツの場を提供す

る事業であり、当該事務については市民部市民スポーツ・国体推進課において補助執行をして

いるところである。今回の改正は、規則に定める様式を改めるものであり、申請者が記載しや

すい様式に変更するとともに、照明使用時間の算出等、使用許可事務の実用性を高めるもの。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

 

議案第５５号 大津市特別支援教育対象児等教育支援委員会委員の解任及び任命並びに委嘱及

び解嘱について 

 

【説 明】 

○木全教育相談センター所長 議案第５５号大津市特別支援教育対象児等教育支援委員会委員

の解任及び任命並びに委嘱及び解嘱について、教育委員会の議決を求めるものである。 

人事異動等に伴う解任、任命、委嘱及び解嘱で、解任・任命・委嘱・解嘱日は平成２９年５

月１１日、任期は前任者の残任期間である平成２９年５月１１日から平成３０年５月１４日ま

でとなる。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

議案第５７号 大津市教科用図書選定審議会委員の委嘱及び任命について 

 

【説 明】 

○  議案第５７号大津市教科用図書選定審議会委員の委嘱及び任命について、

教育委員会の議決を求めるものである。 

教科用図書選定審議会規則第３条により、委員の構成は学識経験者を有する者、教育関係団

体から選出された者、市職員からそれぞれ２人以内とされており、これに基づき２名ずつ委嘱

及び任命するものである。任期は平成２９年５月３０日から教育委員会に対する答申を行う日

までである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

 

議案第６０号 大津市立学校結核対策審議会委員の任命について 

 

【説 明】 

○ 教育課長 議議案第６０号大津市立学校結核対策審議会委員の任命について、教育委

員会の議決を求めるものである。 

 人事異動に伴い、欠員であった１名を任命するもので、任期は平成２９年５月１１日から平

成３０年５月９日までである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 
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議案第６１号 学校運営協議会委員の解任及び任命について 

 

【説 明】 

○ 教育課長 議案第６１号学校運営協議会委員の解任及び任命について、教育委員会の

議決を求めるものである。 

 皇子山中学校の学校運営協議会委員について、３名を平成２９年５月２１日付で解任し、新

たに３名を任命するものである。任期は平成２９年５月２２日から前任者の残任期間である平

成３１年３月３１日までである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

議案第６２号 学校運営協議会委員の任命について 

 

【説 明】 

○ 教育課長 議案第６２号学校運営協議会委員の解任及び任命について、教育委員会の

議決を求めるものである。 

 真野北小学校の学校運営協議会委員について、同校は今年度より学校運営協議会を置くこと

となったため、学校長の推薦に基づき事務局で精査し、１４名の委員を任命するものである。

任期は平成２９年５月１７日から平成３２年３月３１日までである。 

 

【質 疑】 

○壽委員 推薦書にある者のうち１名は委員となっていないが、任命に至らなかったというこ

とか。 

○ 教育課長 その通りである。事務局として判断したものである。 

○前田委員 ＰＴＡの方の連合会における役職はあるか。 

教育課長 特にない。 

 

【採 決】 可決 

 

議案第６３号 学校運営協議会委員の任命について 

 

【説 明】 

○ 教育課長 議案第６３号学校運営協議会委員の解任及び任命について、教育委員会の

議決を求めるものである。 

 日吉台小学校の学校運営協議会委員について、同校は今年度より学校運営協議会を置くこと

となったため、学校長の推薦に基づき事務局で精査し、新たに１１名の委員を任命するもので

ある。任期は平成２９年５月２６日から平成３２年３月３１日までである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

議案第６５号 大津市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

議案第６６号 大津市立公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について 

 

【説 明】 

○押栗生涯学習課長 議案第６５号大津市社会教育委員の委嘱及び解嘱について、並びに議案
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第６６号大津市立公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について、教育委員会の議決を求める

ものである。 

 両委員は兼ねており、人事異動に伴い、１名を平成２９年５月１１日付で解嘱し、欠員とな

っていた１名分と併せて２名を委嘱するものである。任期は平成２９年５月１１日から前任者

の残任期間である平成３０年７月６日までである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

議案第６７号 大津市科学館運営協議会委員の解任及び任命について 

 

【説 明】 

○黒川科学館長 議案第６７号大津市科学館運営協議会委員の解任及び任命について、教育委

員会の議決を求めるものである。 

 人事異動に伴い、１名を平成２９年５月１１日付で解任し、新たに１名を任命するものであ

る。任期は平成２９年５月１１日から前任者の残任期間である平成３０年９月３１日までであ

る。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

議案第６８号 大津少年センター少年補導委員の委嘱及び任命について 

 

【説 明】 

○片山少年センター所長 議案第６８号大津少年センター少年補導委員の委嘱及び任命につい

て、教育委員会の議決を求めるものである。 

 関係学校長より推薦された小・中学校教員４１名を任命し、並びにＰＴＡ会長より推薦され

たＰＴＡ関係者３９名及び地域推薦者１名を委嘱するものである。小・中学校教員及びＰＴＡ関

係者の任期は平成２９年５月１１日から平成３１年５月１０日まで、地域推薦者の任期は平成２

９年５月１１日から平成３１年３月３１日までである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

議案第６９号 大津市堅田少年センター少年補導委員の委嘱及び任命について 

 

【説 明】 

○片山少年センター所長 議案第６９号大津市堅田少年センター少年補導委員の委嘱及び任命

について、教育委員会の議決を求めるものである。 

 新たに小・中学校教員１７名並びにＰＴＡ関係者１７名を任命及び委嘱するもので、任期は

平成２９年５月１１日から平成３１年５月１０日までである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

閉会 教育長が５月定例会の閉会を宣言 


